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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第10期
第１四半期
連結累計期間

第11期
第１四半期
連結累計期間

第10期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

事業収益 (千円) 273,596 337,974 5,361,397

経常利益又は経常損失（△） (千円) △819,915 △1,018,006 640,519

当期純利益又は四半期純損失
（△）

(千円) △841,299 △1,013,663 566,758

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △862,454 △1,018,065 525,875

純資産額 (千円) 8,614,077 9,328,892 10,259,604

総資産額 (千円) 9,603,666 10,269,278 11,194,143

１株当たり当期純利益金額又は
四半期純損失金額（△）

(円) △4,096.13 △4,868.49 2,746.84

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ─ ― 2,398.23

自己資本比率 (％) 85.9 84.9 86.8

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．事業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．第10期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

４．第10期第１四半期連結累計期間、第11期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額につきましては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失を計上しているため記載しており

ません。

　

EDINET提出書類

オンコセラピー・サイエンス株式会社(E05363)

四半期報告書

 2/29



　

２ 【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間における当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間末日現在において、当社グループが判断したもので

あります。なお、当社及び連結子会社は単一事業であり、当社及び連結子会社のセグメントは「医薬品の研

究及び開発」となっておりますので、セグメントごとの記載はしておりません。

　
　（１）経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間における連結事業収益につきましては、提携先製薬企業からの開発協力金

などの受領により、337百万円（前年同四半期比　64百万円の増加）となりました。 

　また、医薬品候補物質等の基礎研究、創薬研究及び臨床開発の継続的な推進及び進展により、連結営業損

失は1,018百万円（前年同四半期比　219百万円の増加）、連結経常損失は1,018百万円（同　198百万円の

増加）、連結四半期純損失は1,013百万円（同　172百万円の増加）となりました。

　

（２）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間の総資産は、10,269百万円（前連結会計年度比 924百万円減少）となりま

した。流動資産は9,586百万円（同 903百万円減少）、これは、現金及び預金が前連結会計年度と比べて

390百万円、売掛金が634百万円それぞれ減少した一方、前払費用が129百万円増加したことが主な要因と

なっております。固定資産は、683百万円（同 21百万円減少）となっております。

負債は、940百万円（前連結会計年度末比 5百万円増加）となりました。流動負債は、825百万円（同 6

百万円増加）、これは、前連結会計年度末と比べて未払金が65百万円、前受金が51百万円それぞれ増加し

た一方、未払法人税等が70百万円、未払消費税等が35百万円それぞれ減少したことが主な要因となってお

ります。固定負債は115百万円（同 1百万円減少）となっております。

純資産は9,328百万円（前連結会計年度末比 930百万円減少）となりました。これは、利益剰余金が前

連結会計年度末と比べて1,013百万円減少した一方、新株予約権が77百万円増加したことが主な要因に

なっております。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありませ

ん。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の内容
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当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業

価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保、向上していくことを可能にする

者であるべきと考えています。

当社は、金融商品取引所に株式を上場していることから、当社株式の取引は、株主、投資家の自由意思

に委ねるのが原則であり、大規模買付行為がなされた場合においても、当社の企業価値・株主共同の利

益の確保、向上に資するものである限り、これをすべて否定するものではありません。最終的には、株式

の大規模買付提案に応じるべきかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えています。

しかしながら、大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保持し続けるこ

とが困難であると予測されるなど、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なう恐れのあるもの

や、当社グループの企業価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的に

決定をされるために必要な情報が十分に提供されずに、大規模買付行為が行われる可能性も否定できま

せん。

  とりわけ当社グループは、「より副作用の少ないがん治療薬・治療法を一日でも早くがんに苦しむ患

者さんに届けること、がんとの闘いに勝つこと」を企業使命として掲げており、患者様の生命や健康に

直結する事業を進めていることから、その経営においては高い倫理観とバイオテクノロジーに関する専

門的な知識・ノウハウ等が要求されます。

　このようなことから、当社は、大規模買付行為がなされた場合には、株主の皆様に提供される情報、検討

機会を十分確保する方策が必要であると考えています。

②基本方針の実現に資する取組み

当社グループの研究開発は、平成13年4月からの東京大学医科学研究所との共同研究により出発致し

ました。当該研究は、各種がん種において特異的に発現する遺伝子を網羅的に解析することにより、創薬

ターゲットとなるがん関連遺伝子及び遺伝子産物を単離することを目的としており、主に基礎研究領域

に重点を置いたものとなっています。

  その後、基礎研究の継続的な実施による進展にともない、がんワクチン、低分子医薬、抗体医薬、核酸医

薬、の創薬研究を進めるとともに、日本国内において、新生血管阻害作用を期待したがん治療用ワクチン

OTS102の膵臓がんを対象とした第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験（PEGASUS-PC study）、胆道がんを対象とした第Ⅱ

相臨床試験をはじめとした複数の臨床試験を実施しております。さらに、海外におきましては、平成23年

３月にシンガポールのNUH（National University Hospital）にて、胃がんに対する臨床試験を開始し

ました。また、本年中の臨床試験開始を目指し、フランス子会社であるLaboratoires OncoTherapy

Science France S.A.R.L.におきましても抗体医薬の臨床試験準備を行っております。

このように、当社グループは「より副作用の少ないがん治療薬・治療法を一日も早くがんに苦しむ患

者さんに届けること、がんとの闘いに勝つこと」という企業使命の実現のため、日々研究開発を推進し

ています。当社グループは、これらの研究開発の進展こそが当社グループの企業価値向上の源泉である

と考えています。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組み

当社は、上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

ことを防止するための取組みの一つとして、平成21年5月27日に取締役会において、当社株式の大規模買

付行為に関する対応策（以下、「本プラン」といいます。）を導入することに関して決定を行い、平成21

年6月26日開催の第８回定時株主総会において承認可決されております。

   (a)本プランの概要

(ⅰ）本プランの発動に係る手続の設定

本プランは、当社株式について、20％以上の保有割合となる買付けを行うこと等を希望する買付者が

出現した場合に、当該買付者に対し、事前に当該買付けに関する情報の提供を求め、当該買付けについて

の情報収集、検討等を行う期間を確保すること、当該買付者が本プランに定める手続を遵守しない場合、

または、当該買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合であっても、当該買付者による買付けが

当社の企業価値・株主共同の利益を著しく害するおそれがあると認められる場合で、かつ、これに対抗
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することが相当であると認められる場合には、独立委員会への諮問を経た上で一定の対抗措置を採るこ

となど、当社の企業価値・株主共同の利益が損なわれないための手続を定めています。

(ⅱ)対抗措置の内容

上記(ⅰ)記載の対抗措置として、当社は、上記(ⅰ)記載の買付者による行使は認められないとの条項

及び当社が当該買付者以外の者から当社株式と引き換えに当該新株予約権を取得する旨の条項等が付

された新株予約権を、当社株式１株に対し１個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当決

議において別途定める割合で、その時点の全ての株主に対して割り当てる手法による無償割当て、その

他法令または当社定款が取締役会の権限として認める措置を行います。

   (b)本プランの有効期間

本プランの有効期間は、平成21年3月期の事業年度に関する定時株主総会終結の時から平成24年6月開

催予定の定時株主総会終結の時までと定めています。

   (c)本プランの廃止及び変更

当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議

に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構

成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止される

ものとします。

なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更ま

たはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で

独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。当社は、本プランが

廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実および（変更の場合には）変更内容その他

当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

④上記取組みが基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を

目的とするものでないこと及びその理由

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の

確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確

保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。また、本

プランは、企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策

の在り方」を踏まえて設計されているものです。

   (a) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則

本プランは、上記に記載の通り、当社株式に対する大規模買付け等がなされた際に、当該大規模買付け

等に応じるべきか否かを株主がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報

や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企

業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

   (b) 事前開示・株主意思の原則

本プランは、定時株主総会において株主の承認を得たうえで導入するものです。

また、上記に記載した通り、株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本

プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの導入および廃

止には、株主の意思が十分反映される仕組みとなっています。

   (c) 必要性・相当性確保の原則

(ⅰ) 独立委員会による判断の重視と情報開示

本プランは、大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会

の判断および対応の客観性および合理性を確保することを目的として独立委員会を設置します。独立委

員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役、当社社外監査役または社外の

有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者またはこれらに準

じる者）から選任される委員３名以上により構成されます。また、当社は、その判断の概要については株

主および投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プ
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ランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

(ⅱ)合理的かつ客観的な発動要件の設定

本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、

当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(ⅲ)デッドハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止するこ

とができるものとされています。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の

過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　
（４）研究開発活動

 当第１四半期連結累計期間の研究開発の総額は1,274百万円であります。

当社グループは、東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター長中村祐輔教授と共同で、ほぼ全て

のがんを対象とした網羅的な遺伝子発現解析等を実施し、既に多くのがん治療薬開発に適した標的分子

を同定しております。また、それらの標的に対し、がんペプチドワクチン、低分子医薬、抗体医薬、核酸医

薬（siRNA医薬等）の、各領域における創薬研究を積極的に展開し、既に、膵臓がんを対象とした第Ⅱ/Ⅲ

相臨床試験を実施中の新生血管阻害作用を期待したがん治療用ワクチンOTS102のほか、臨床試験を実施

中または準備中の医薬品候補物質を複数有しております。

　＜基礎研究領域＞

創薬ターゲットの特定等を行う基礎研究領域においては、ヒト全遺伝子の遺伝子発現パターンを網羅

的に検索できるcDNAマイクロアレイ（※1、※2）のシステムにより大腸がん、胃がん、肝臓がん、非小細

胞肺がん、小細胞肺がん、食道がん、前立腺がん、膵臓がん、乳がん、腎臓がん、膀胱がんおよび軟部肉腫等

について発現解析が終了しております。これらの発現解析情報からがんで発現が高く正常臓器では発現

がほとんどない遺伝子を選択し、更に機能解析により、がん細胞の生存に必須な多数の遺伝子を分子標

的治療薬の標的として同定しております。

  ＜創薬研究領域＞

医薬品候補物質の同定及び最適化を行う創薬研究領域においては、医薬品の用途毎に、より製品に近

い研究を積極的に展開しております。

がんペプチドワクチンにつきましては、これまでに日本人および欧米人に多く見られるHLA-A*24:02

およびA*02:01を中心に、大腸がん、胃がん、肺がん、膀胱がん、腎臓がん、膵臓がん、乳がんおよび肝がん

などを標的とした計42遺伝子を対象としたペプチドワクチン（※3）を既に同定しております。また、

A*24:02およびA*02:01以外のHLAにも適用可能なペプチドワクチンの同定についても、NEDO(独立行政法

人新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプロジェクトとして進行中です。このように、現在、より多

くの候補ペプチドの同定を目指し、幅広いがん種を標的としたペプチドワクチンのスクリーニングを継

続実施しております。

低分子医薬につきましては、6種のがん特異的タンパク質を標的とする創薬研究を進めております。そ

のうち2種のリン酸化酵素に関して、これまでに得た高活性化合物に基づきリード最適化作業を進め、in

vivo（※4）での薬効試験を実施中です。その結果これまでに、それぞれの酵素について複数の化合物で

高い腫瘍増殖抑制効果を確認しております。さらなるリード最適化を進めるとともに、薬効試験で有望

な結果を得た化合物に対して、より詳細な薬理・薬物動態・毒性試験を進めております。さらに、別の1

種の標的酵素タンパク質に関して、大規模化合物ライブラリのスクリーニングから得た高活性化合物骨

格につき、構造活性相関研究による新規化合物合成の結果、これまでに複数の高活性リード化合物を得

ております。引き続き構造活性相関研究を進めるとともに、in vivoでの薬効試験の準備も始めました。

また、さらに別の3種の標的酵素タンパク質に関しても、大規模化合物ライブラリのスクリーニングから

得た高活性化合物骨格につき、リード化合物獲得に向けた新規化合物合成と構造活性相関研究を進めて

おります。

抗体医薬につきましては、3分子に絞り込んだ治療標的となるがん特異的抗原について、マウスモノク

ローナル抗体ならびにキメラ抗体のがん治療用抗体としての評価を行っております。1標的については、
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平成23年中のフランスでの治験開始を目指し、準備を進めております。残りの2標的については、放射性

同位体で標識した抗体を担がんマウスに投与することで、高い治療効果が得られることが判明しており

ます。これらの抗体については臨床開発を視野に入れた抗腫瘍効果の検討および安全性の評価を進めて

おります。

核酸医薬につきましては、高い効果が期待でき、かつ将来的に幅広いがん種への応用が期待できる開

発候補として4分子を抽出し、なかでも特に効果の高い1分子に関して、in vivo（※4）での抗腫瘍効果

の検討を進めております。また、新規ドラッグ・デリバリー・システムの探索も精力的に進めておりま

す。

このように、独創的な分子標的治療薬の創製を目指した創薬研究を、多岐にわたり展開しております。

   ＜医薬開発領域＞

医薬開発領域においては、扶桑薬品工業株式会社ならびに大塚製薬株式会社と提携しております新生

血管阻害作用を期待したがん治療用ワクチンOTS102は、膵臓がんを対象とした第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験

（PEGASUS-PC study）及び胆道がんを対象とした第Ⅱ相臨床試験を実施しています。なお、PEGASUS-PC

studyにつきましては、昨年11月に第三者機関である効果安全性委員会での中間解析を実施し，「治験

継続」の勧告を頂き，現在計画通り治験を継続しております。

大塚製薬株式会社と提携しております膵臓がんに対するペプチドワクチンの開発については、新生血

管阻害作用を期待したがん治療用ワクチンOCV-101は第Ⅱ相臨床試験を、オンコアンチゲン（※5）由来

のがん治療用ワクチンOCV-105は第Ⅰ相臨床試験を、それぞれ実施しております。また、大腸がんペプチ

ドワクチンについては、現在、GMP下でのペプチド合成を実施しており、臨床試験を開始するために必要

な非臨床試験の準備をしています。

塩野義製薬株式会社と提携しております膀胱がんペプチドワクチンについては、第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験

を、食道がん、肺ならびに気管支及び頭頚部における扁平上皮がんを対象としたペプチドワクチンにつ

いては、食道がんを対象とした第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験を、それぞれ塩野義製薬株式会社により実施中です。

小野薬品工業株式会社と提携しておりますオンコアンチゲン（※5）由来のペプチドワクチンについ

ては、肝臓がんなどを対象とした臨床試験開始を目指し、GMP下でのペプチド合成及び非臨床試験の準備

をしております。

海外におきましては、シンガポールのNUH(National University Hospital)にて胃がんに対するワク

チンOTSGC-A24の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験を実施しており、フランス現地子会社におきましても抗体医薬の本

年中の患者さん登録、治験開始を目指してまいります。

なお、シンガポールにおきましては、治験実施機関であるNUH(National University　Hospital)がシン

ガポール政府から経済的補助を受けて実施しており、フランスにおきましても治験実施機関が、CLARA

（※6）から治験費用の援助を受けることとなっております。

　

［用語解説］

(※1) mRNA、RNA、cDNA

RNAはリボ核酸、mRNAはRNAのうち、メッセンジャーすなわち「伝令」の役割をするものであります。人間の体は約60兆個

の細胞によって作られていますが、体の構造や働きはおもにタンパク質によって決まっております。そのタンパク質の

設計図は遺伝子であり、そして、遺伝子の本体はDNAであります。このDNAは細胞の核の中にある染色体に存在しておりま

すが、タンパク質は設計図であるDNAから直接作られるのではなく、一旦、DNAからRNAが作られ、そのRNAが翻訳されてタ

ンパク質となります。この一旦作られるRNAを「伝令」すなわちメッセンジャーRNA（mRNA）といいます。つまり、遺伝子

情報の流れはDNA→mRNA→タンパク質というようになっております。cDNAは、mRNA から逆転写酵素を用いた逆転写反応

によって合成されたDNAで、イントロンを含まない状態の遺伝子（塩基配列）を知ることができることから、遺伝子のク

ローニングに広く利用されております。

(※2)マイクロアレイ

小さな基盤上に非常に高密度にDNAを配置し、それらを手がかりに大量の遺伝子情報を獲得することを目的として開発

されたシステム。現在、遺伝子発現情報の解析において有用なものであると考えられております。

(※3) ペプチド

タンパク質又はタンパク質の断片のこと。

(※4) in vivo
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in vitroとは対比的に用いられ「体の中で」を意味する医学・化学用語です。一般に生体内(主に実験動物）での実験

的検証を意味します。

(※5)オンコアンチゲン

がん細胞に特異的に発現し、増殖能などがん細胞に必須の機能を有する一方、正常細胞には極めて発現の低い分子で、細

胞傷害性Ｔ細胞から認識される抗原性を持った腫瘍特異的な標的分子を指します。

(※6) CLARA

CLARA （Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes）は、2003年にフランスで開始されたCancer Planの一部として、

がん研究の発展を目的に、州当局により出資・設立されました。CLARAは、研究者、臨床医とローヌ・アルプ、オーヴェル

ニュ地方の企業を結びつけ、がんとの闘いにおける地方、国内、及び国際的な戦略をコーディネートしています。CLARA

は、患者の利益になる技術移転を最大化するために、特に、企業と臨床医及び学術チームとの間のパートナーシップの構

築に貢献しており、ローヌ・アルプ、オーヴェルニュ地方を、がんとの闘いにおけるヨーロッパの中心地にすることを目

指している機関です。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 770,000

計 770,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年８月５日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 209,103 209,103
東京証券取引所
（マザーズ）

単元株制度を採用しておりませ
ん。

計 209,103 209,103 ― ―

(注)  提出日現在の発行数には、平成23年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

　当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成23年６月10日

新株予約権の数(個) 2,500　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,500　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 158,948　（注）２

新株予約権の行使期間 平成25年6月14日から平成33年6月10日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 158,948
資本組入額　79,474

新株予約権の行使の条件

①本新株予約権者は、権利行使時において、当社または
当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員（顧
問、相談役含む）の地位を有している、また社外協力
者については、当社への協力関係を維持していること
を要す。ただし、取締役会より特例として権利行使を
認める旨の書面による承認を事前に得た場合はこの
限りでない。

②本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者が死
亡時において上記①に定める規定により権利を行使
する条件に該当していない場合を除き、本新株予約権
者の相続人は本新株予約権を承継することができる。
ただし、当該権利承継者が死亡した場合、その相続人
は本新株予約権を承継しないものとする。

③その他権利行使の条件は、定時総会決議及び今後開催
される取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者と
の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める
ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の決
議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３
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（注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

　　 ２　当社が、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の行使に関して払込をすべき１株

当りの金額（以下、「行使価額」という）は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整さ

れるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社

法第194条の規定（単元未満株式による単元未満株式売渡請求。）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式

に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）、上記の行使価額は、次の算式により調整

されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　　上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株

式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場

合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することが

できる。

３　組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

(2) 吸収合併

吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

(3) 新設合併

新設合併により設立する株式会社

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

４　新株予約権の取得条項

(1) 当社は、新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で

取得することができる。

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完

全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された

場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年４月１日～
平成23年６月30日
（注）

2,081 209,103 5,0543,551,4965,0546,516,718

(注)  新株予約権の行使による増加であります。

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式207,022 207,022 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 207,022 ― ―

総株主の議決権 ― 207,022 ―

(注)  当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成23年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

② 【自己株式等】

　 　 平成23年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,562,546 7,172,103

売掛金 878,503 244,442

有価証券 1,500,000 1,500,000

原材料及び貯蔵品 25,168 33,008

前渡金 449,009 460,559

その他 74,651 176,641

貸倒引当金 △634 △634

流動資産合計 10,489,244 9,586,121

固定資産

有形固定資産

建物 359,717 360,515

減価償却累計額 △87,383 △94,870

建物（純額） 272,334 265,644

機械及び装置 131,954 131,954

減価償却累計額 △116,388 △117,368

機械及び装置（純額） 15,566 14,585

工具、器具及び備品 594,069 601,541

減価償却累計額 △435,173 △452,488

工具、器具及び備品（純額） 158,896 149,052

有形固定資産合計 446,796 429,282

無形固定資産

特許権 142,925 143,184

ソフトウエア 10,151 10,373

その他 72 72

無形固定資産合計 153,150 153,630

投資その他の資産

投資有価証券 34,907 31,955

長期前払費用 4,023 3,289

差入保証金 66,021 64,999

投資その他の資産合計 104,952 100,244

固定資産合計 704,899 683,157

資産合計 11,194,143 10,269,278
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

未払金 322,614 388,114

前受金 353,541 404,615

未払法人税等 77,585 6,739

その他 64,349 25,571

流動負債合計 818,091 825,041

固定負債

繰延税金負債 38,804 36,514

資産除去債務 77,642 78,830

固定負債合計 116,447 115,345

負債合計 934,539 940,386

純資産の部

株主資本

資本金 3,546,441 3,551,496

資本剰余金 6,511,663 6,516,718

利益剰余金 △349,727 △1,363,390

株主資本合計 9,708,378 8,704,824

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 8,980 8,878

その他の包括利益累計額合計 8,980 8,878

新株予約権 489,018 566,263

少数株主持分 53,226 48,926

純資産合計 10,259,604 9,328,892

負債純資産合計 11,194,143 10,269,278
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

事業収益 273,596 337,974

事業費用

研究開発費 990,048 1,274,346

販売費及び一般管理費 82,755 82,259

事業費用合計 1,072,803 1,356,606

営業損失（△） △799,207 △1,018,631

営業外収益

受取利息 3,770 1,478

有価証券利息 － 910

助成金収入 － 1,750

その他 500 4

営業外収益合計 4,270 4,143

営業外費用

為替差損 18,079 565

貸倒引当金繰入額 631 －

持分法による投資損失 6,267 2,952

営業外費用合計 24,978 3,518

経常損失（△） △819,915 △1,018,006

特別損失

固定資産除却損 ＊1
 2,175

＊1
 529

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,432 －

特別損失合計 23,608 529

税金等調整前四半期純損失（△） △843,523 △1,018,535

法人税、住民税及び事業税 1,623 1,718

法人税等調整額 15,621 △2,289

法人税等合計 17,245 △571

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △860,768 △1,017,963

少数株主損失（△） △19,469 △4,300

四半期純損失（△） △841,299 △1,013,663
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △860,768 △1,017,963

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △1,685 △101

その他の包括利益合計 △1,685 △101

四半期包括利益 △862,454 △1,018,065

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △842,985 △1,013,765

少数株主に係る四半期包括利益 △19,469 △4,300
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【追加情報】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　該当事項はありません。
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(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）

※１　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　 　　特許権 2,102千円

　 工具、器具及び備品 73　

　 計 2,175　

 

※１　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　 　　特許権 529千円

　 計 529　
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

減価償却費 32,458千円 34,641千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　

(2) 基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会

計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当社及び連結子会社は「医薬品の研究及び開発」並びにこれらに関連する事業内容となっており、事業

区分が単一セグメントのため、記載を省略しております。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

当社及び連結子会社は「医薬品の研究及び開発」並びにこれらに関連する事業内容となっており、事業

区分が単一セグメントのため、記載を省略しております。

　
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当社及び連結子会社は「医薬品の研究及び開発」並びにこれらに関連する事業内容となっており、事業

区分が単一セグメントのため、記載を省略しております。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

当社及び連結子会社は「医薬品の研究及び開発」並びにこれらに関連する事業内容となっており、事業

区分が単一セグメントのため、記載を省略しております。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

　　１株当たり四半期純損失金額 4,096円13銭 4,868円49銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純損失金額(千円) 841,299 1,013,663

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 841,299 1,013,663

    普通株式の期中平均株式数(株) 205,389 208,209

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりま

せん。
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２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２３年８月３日

オンコセラピー・サイエンス株式会社

  取  締  役  会   御中  

　

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

　

指定有限責任社員
　　　　
業務執行社員

　 公認会計士    井   上     隆    司

　
指定有限責任社員
　　　　
業務執行社員

　 公認会計士    勢   志　         元

　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオ
ンコセラピー・サイエンス株式会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの連結会計年度の
第１四半期連結会計期間（平成２３年４月１日から平成２３年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期
間（平成２３年４月１日から平成２３年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結
貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オンコセラピー・サイエンス株式会社及び連
結子会社の平成２３年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営
成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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